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行政からのお知らせ

■
第
三
者
行
為
に
よ
る
治
療

　

交
通
事
故
や
け
ん
か
、
他
人
の
飼
い
犬

に
か
ま
れ
た
な
ど
、第
三
者
の
行
為
に
よ
っ

て
負
傷
し
た
場
合
で
も
、
保
険
年
金
係
に

「
第
三
者
に
よ
る
被
害
届
」
を
届
け
出
る
こ

と
で
、
国
民
健
康
保
険
証
を
使
用
し
て
治

療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
自
損
事
故
に
つ
い
て
は
通
常
給

付
し
ま
す
が
、
悪
質
な
法
令
違
反
の
場
合

は
給
付
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

■
届
け
出
る
理
由

　

第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た
医
療

費
は
、
加
害
者
が
全
額
負
担
（
あ
る
い
は

過
失
割
合
に
応
じ
て
負
担
）
す
る
の
が
原

則
で
す
。
そ
の
た
め
、国
民
健
康
保
険
（
以

下
、
国
保
）
が
一
旦
医
療
費
の
7
割
（
ま

た
は
8
・
9
割
※
）
を
負
担
し
、
後
日
国
保

か
ら
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

※ 

現
行
制
度
で
は
、
保
険
者
負
担
割
合
は

70
歳
以
上
の
方
は
9
割
、
未
就
学
児
は

8
割
。

■
ご
注
意

　

保
険
年
金
係
に
届
け
出
る
前
に
示
談
す

る
と
、
そ
の
取
り
決
め
が
優
先
さ
れ
、
保

険
年
金
係
か
ら
加
害
者
に
医
療
費
の
請
求

が
で
き
な
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

■
届
出
を
行
わ
な
い
と
…

　

第
三
者
行
為
に
よ
る
治
療
は
、
医
療
機

関
や
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
な
ど
か

ら
保
険
年
金
係
へ
連
絡
が
あ
り
ま
す
。
届

出
を
行
わ
な
い
と
、
医
療
費
を
全
額
請
求

さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り
ま
す
。

 　

今
月
号
は
、
南
多
久
町
の
実
態
と
担
当

者
を
紹
介
し
ま
す
。

【
南
多
久
町
】

　
①
特
定
健
診
の
受
診
率
　

　

南
多
久
町
は
、
昨
年
度
49
・
9
％
か
ら

今
年
度
54
・
6
％
と
約
4
％
増
加
と
な
っ

て
い
ま
す
。
昨
年
と
比
較
し
て
、
ど
の
地

区
も
受
診
者
が
増
え
て
い
ま
す
。

　
②
特
定
健
診
の
結
果
　

　

平
成
23
年
度
の
受
診
者
2
5
0
人
の
う

ち
、
重
症
化
防
止
の
た
め
、「
高
血
圧
、
高

血
糖
、
脂
質
異
常
症
」
の
該
当
者
を
訪
問

し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
割
合
が
56
・
4
％

で
最
も
低
い
状
況
で
す
。

　

突
出
し
て
結
果
が
悪
い
状
況
で
は
な
く
、

や
や
高
め
の
方
が
多
い
た
め
、
自
覚
症
状

が
あ
り
ま
せ
ん
。
年
に
一
回
は
、
健
診
で

健
康
状
態
を
確
認
す
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。

　
③
担
当
保
健
師
　

　

私
た
ち
が
担
当
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該
当

者
、
受
診
が
必
要
な
方
な
ど
に
も
訪
問
し

て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課 �

☎
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−

3
3
5
5

SAGA

国保

国

保

通

信

交
通
事
故
や
け
ん
か
な
ど
の
第
三
者
行
為
が
原
因
で
治
療
を
受
け
る
と
き
は
連
絡
を
！

■
問
い
合
わ
せ
　

　

市
民
生
活
課 

保
険
年
金
係

☎
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2
1
5
9

特定保健指導を
受けられた

本村 ヒサ子さん （西多久町）

　間食の回数と量を以前
より減らしました。
　食事を摂る時、キャベ
ツの千切りを最初に食べ
るようにしています。
　ご飯を食べ過ぎないよ
う大人用の茶碗から子ど
も用の小さい茶碗に変え
てご飯を食べるようにし
ています。

生活習慣の改善を目
指して取り組まれ、
変わったことは？

質問

1 年間の変化
体重： 3 kg減
腹囲： 8 cm減

声
住民さんの

vol.44

自分の健康を　　
自分で管理
するために

保健師
東江　真澄

保健師
下村みゆき

SAGA

国保

基本の流れ（第三者行為）

被害者

医療機関

多久市国保 国民健康保険団体連合会
加害者

保険会社②受診・支払（ 3割）

③治療

⑥書類提出

⑨支払（ 7割）

⑤支払（立替）

④請求（ 7割）

⑦請求（ 7割）

⑧支払
（ 7割）

①連絡・届出

健診結果は、
自分の健康の
バロメーター
として活用を！

南多久町の実態


